
平成２３年度第２回射水市協働のまちづくり推進会議概要 
 
□開催日時 
平成２３年８月２３日(火) 午後３時～午後４時１０分 

 
□開催場所 
射水市役所小杉庁舎 ４階４０１会議室 

 
□出席委員 

奥田實委員、島田重太郎委員、新中孝子委員、野村弘和委員、松浦佳紀委員、林みゆき

委員、堀田豊和委員、山口花子委員 
(委員 10 人中８人出席) 

 
□事 務 局 
泉洋副市長、三川俊彦市長政策室長、渋谷俊樹市長政策室次長、尾山伸二まちづくり課長、 
竹島敏和まちづくり課主幹、長谷川寛和市民協働係長、水島芳徳主任、渋谷知彰主任 

 
□会議概要 

１ 開会 
 
２ （仮称）市民協働のまちづくり推進条例案要綱について 

   
委 員 地域振興会の役割を明確にしたほうが良い。「市との連絡調整の役割を担い」と

いう表現はこれでよいのか。かえって地域振興会の責任を弱めている解釈の仕方が

あるように思う。 
事務局 あくまで市との「パイプ役」、窓口が地域振興会であるという考え方をしたい。

地域振興会とは連絡調整だけをすればよいのかとも捉えかねられる。 
 
委 員 連絡調整が強調されてしまっている。「市との協働及び連絡調整の中心的役割」

など、とりわけ市との関係でもあるが、地域振興会の中でイニシアティブを取ると

いう強調をするものが入っていると良い。「パイプ役」というのは重要だが、それ

だけの捉え方をする人もいるだろう。単なる委託としてではなく「中心的役割を担

う」という文言にすると良いのかもしれない。「主体的な活動に委ねる」といった、

主体的に活動していることを強調する。「協働」という言葉はまだ浸透していない

ため、違う意味に受け止められてしまう可能性がある。 
 
委 員 「市との連絡調整」を後ろにもっていき、「代表として」を強調したほうが良い。 

代表としてマネジメントしていくという上で連絡調整を行い～のほうが言葉は生き

る。 



事務局 いくつか案を考えたいと思う。 
 
事務局 連絡調整を後に持っていったほうが良い。言葉を考える。 
 
委 員 8-2 地域振興会等に委ねるという表現は委託というとらえ方をされないか。「地

域振興会等の主体的活動に委ねる」など。表現を工夫すればどうか。 
事務局 言葉の表現の仕方であり、検討したい。 
 
委 員 4 の市民の役割について、「意欲を持つ」という言葉で、意欲を持つというよりは、

意欲的にまちづくりに取り組むとともに、地域振興会の活動に参加するというほう

が自然である。５の２のところで、「意識の高揚を図り」は自らの役割に関しても意

識の高揚を図るのか。 
     ：自己というよりは地域振興会の役割として意識を広げたいという趣旨である。 

   「自ら」というよりは「その」のほうが良い。 
事務局 市の支援の順番に関してはどうであるか。 
 
委 員 人、もの、金、のほかに「情報」が必要ではないか。 
事務局 行政から市民への情報の提供だけでなく市民から行政への情報の提供もある。こ

のことから、協働の原則の中で相互の情報共有化という意味で情報というものを書

いている。 
 
委 員 ものに関しては「拠点」だけでよいのか。 
事務局 ソフト面の支援でいえば「人」に当たる。 
 
委 員 9-1「協働になじむ」は最初から枠にはめていないか。「可能な限り」とか。 
委 員 「協働の視点で検証し」はいらない。 
事務局 押し付けではなく、なじむものを協働化したい。 
事務局 なんでもやらされるという意見があり、この文語を入れた。 
 
委 員 最初から検証ありきではない。地域振興会は最初から協働かどうかが判断で

きない。そこから発展させることが市の役割。 
事務局 検証=慎重に進めていきたいという思い。 
 
委 員 条例のリミットは。 
委 員 19 年にスタートしている。何年かかっているのか。条例制定を早くしてほし

い。 
 
委 員 11「聴くため」は 聴くだけになってしまうので「反映するため」にという

表現にすればいいのでは。 
 



委 員 2-5 まちづくり 公共的かつ公益性 2-6 協働 公共的又は公益的の「かつ」

と「又は」の表現ではどういう違いがあるのか。 
委 員 公共は社会的一般的なことであって公益は社会の利益を考えた、それは相反

することなのか。 
委 員 公共的であって、公益的でないことであって・・・。 
事務局 まちづくりは、幅広くとらえれば、「又は」ではあるが、行政的には 2 つを兼

ね備えている必要があるのではないか。 
委 員 公共的、公益性 2 つも並べる必要なない。 
事務局 「公共的」という意味合いをもたせる意味があるのか表現については調整さ

せてほしい。 
 
委 員 指針の 8p 行政に「公共的」とある。 
委 員 公共的でいいのでは。 
事務局 NPO 法人、社会福祉法人事業は公益的と考える。 
 
委 員 2-3 市民活動団体 「営利を目的とせず」は、わかったが「不特定かつ多数

のものの利益の増進」という表現なのか。公益的だからこのような表現なのか。 
事務局 公益的という意味。 
事務局 恩恵という意味、概念。収益とは異なる。 
事務局 住民の利益と言う表現もよく使う。 
 
  
 

 
 


